
 

 

都市公園法（抜粋） 

 

 

  （都市公園の占用の許可）  

第六条  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園占用しようと

するときは、公園管理者の許可を受けなければならない。  

２  前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の

物件又は施設の構造その他条例（国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令）で定め

る事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。  

３  第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載

した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、

条例（国の設置に係る都市公園にあつては、政令）で定める軽易なものであるときは、この限

りでない。  

４  第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める

期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。  

 

 

その他条文については下記リンク先参照してください。 

 

都市公園法（電子政府の総合窓口 e－Gov参照） 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?openerCode=1&la

wId=331AC0000000079_20180401_429AC0000000026 

 

都市公園法施行令（電子政府の総合窓口 e－Gov参照） 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331CO

0000000290 

 

広島市公園条例（広島市のホームページ） 

 http://www.city.hiroshima.lg.jp/kikaku/houki/reiki_int/reiki_honbun/r500RG00000619.html 
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